
【高等教育の無償化の実施に伴う授業料･入学金の減免措置及び給付型奨学金に係る非課税等の所要の措置】
[所得税､国税徴収法］

〒
要望内容」 ｢新しい経済政策バｯｹｰジ｣(平成29年12月8日閣議決定)及び｢経済財政運営と改革の基本方針2018｣(平
成30年6月15日閣議決定)に基づき､2020年4月から実施することとされている高等教育無償化においては､大学､短期大学、

高等専門学校､専門学校について､授業料減免措置及び給付型奨学金の拡充を行うこととしており、これらに係る非課税措置

等の税法上の所要の措置を講じる。 ノ
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※授業料減免措置の上限額は以下の通り。

・国立大学等:費用省令上の標準額 ・公立大学等:国立の同学校種の標準額

・私立大学等:授業料…国立の同学校種の標準額十概ね私立の当該学校種の平均額との差額の2分の1入学金…私立の当該学校種の平均額 一
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－、 ′ 目標・効果」
○授業料の減免措置及び学業に専念できるようにするた＆

に学生生活を送るのに必要な生活費を賄える給付型奨当

;董鮪べ凸讓麓言篭二育っても意欲さえあれば専修､
:ついて守榛大学篝に進学できる社会を実現

○上記の政策効果を減じないためには､授業料減免措置

学金の 及び給付型奨学金について非課税等の措置を講じること力

04-5ノ l不可欠。

背景・現状’
○上記閣議決定においては､高等教育無償化について、

①学生が大学等に対して授業料の支払いを行う必要がないようにするとともに、

②支援を受けた学生が学業に専念できるようにするため､学生生活を送るのに必要な生活費を賄え

るような措置を講じる

こととされている。

○現行の所得税法においては､学資に充てるために給付される金品(授業料減免や奨学金)について

は非課税とされるとともに､給付型奨学金は差押禁止とされている。

○したがって､今回の高等教育無償化の実施に伴う授業料･入学金の減免措置及び給付型奨学金の

拡充に際しても、同様に非課税措置等､税法上の所要の措置を講じることが適当である。 nA 灰睦充に際しても
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